
仕  様  書 （案） 

 

１  件 名 

歴史的建造物等を守る仕組みづくり検討支援業務委託 

 

２  履行期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

 

３  履行場所 

港区役所本庁舎（所在地：港区芝公園一丁目５番 25 号） 

 

４  目 的 

本委託は、文化財を除く港区内の歴史的価値のある建造物や樹木（以下「歴史的建造

物等」という。）及び周辺の街並み景観を守る仕組みづくりについて、学識経験者や区

民等から構成する港区景観審議会で検討され、提言書として取りまとめられる。提言書

の取りまとめに向け、港区景観審議会を支援することを目的とする。 

 

５  受注者要件 

受注者は以下の要件を満たすことを証明する書面を、契約締結後、速やかに区へ提

出すること。 

・主任担当者は、公益社団法人日本技術士会に登録されている技術士（建設部門：科

目は都市及び地方計画）を選任すること。 

 

６  業務内容 

受注者は以下の業務を行う。詳細については、別途発注者と協議すること。 

 

（１）計画準備 

業務の実施に先立ち、調査・検討方法、体制、スケジュール等について、実施計

画書及び工程表を作成し提出する。 

 

（２）港区の歴史的建造物等の現況及び課題の把握 

  区と協議の上で、本業務の検討に用いる歴史的建造物等の候補を、現地調査や既

存資料等を活用して抽出し、歴史的建造物等の保存における港区ならではの課題を

把握する。 
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（３）基礎調査（類似事例調査） 

① 国や他自治体等の事例 

（２）を踏まえ、景観の観点から歴史的建造物等を保全又は活用するための国

や他自治体等の制度の活用事例、自治体独自の取組等を調査する。 

② 関係する法律や条例等 

本業務に係る法律や条例等を整理する。 

 

（４）課題の整理及び方向性の提案 

（３）の基礎調査を踏まえ、港区において、景観の観点から歴史的建造物等を守る

仕組みづくりを検討する上での課題を分析し、課題を踏まえた方向性を提案する。 

 

（５）港区景観審議会の運営支援 

港区景観審議会（合計３回）に係る資料作成及び議事録を作成する。なお、検討

会資料については、データのほか、紙資料（事務局分含めて各 15 部）としても用意

する。 

 

（６）提言書案の作成支援 

基礎調査や今回のテーマを議論する港区景観審議会（１回目～２回目）での検討

を踏まえ、３回目の港区景観審議会で提示する提言書案をまとめる。提言書案は、

図表、写真等を活用し、わかりやすい内容とする。 

 

（７）打ち合せ協議 

本業務における打ち合せ協議を適宜発注者と実施する。 

 

７  成果品 

成果品は、図表やイラスト、写真などを活用したカラー版とする。なお、作成日

程等は別途協議し、発注者の指示に従うこと。 

（１）提言書案（Ａ４判・カラー）10 部 

（２）業務報告書（履行完了までの業務全てをまとめたもの）（Ａ４判・カラー） 

１式 ２部 

（３）上記成果品の電子データ（CD-R もしくは DVD-R）１部 

※なお、電子データは PDF 版のほかに、区内で将来的に編集可能なマイクロソ

フト製オフィス word 版のデータも格納する。 

※成果品の提出場所は、港区役所６階都市計画課街づくり計画担当とする。 

 

８  著作権の取扱い 

この契約の履行により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定

めるところによる。ただし、受注者が、この契約の目的を遂行するために発注者
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に提供する文書及び資料、その他の著作物のうち、この契約以前から受注者が著

作権を有していた部分は受注者に留保するものとする。 

（１）受注者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条の３（貸

与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次著作物の利用に関する原

著作者の権利）に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、

かかる成果品についての複製、二次的著作物作成、その他の形式で制限なく自ら

利用し、他に利用させることのできる使用権を受注者に留保する。 

（２）発注者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に該当し

ない場合においても、その使用のために、成果品を改変し、また、任意の著作者

名で任意に公表することができるものとする。 

（３）受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条（公

表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができない。 

 

９  支払方法 

  契約代金は、全ての業務の履行確認後、受注者からの請求に基づき一括で支払う

こととする。 

 

10 受注者の責務等 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講ずること。  

（２）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況つい

て確認の上適宜報告すること。  

（３）受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切

に行うこと。  

（４）受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。 

（５）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推

進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（６）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、

ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆ

る差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（８）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防

止に関する条例」（平成９年港区条例第 42 号）第９条に規定するみなとタバコルールを

遵守すること。 

（９）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努

めること。 
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１1 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の

事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自

動車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気自動車

（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）、ハイブリッド

自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置

装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は

提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に

関するガイドライン（平成 29 年３月 16 日改正 28 環改車第 790 号）」に規定する評

価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

12 その他 

本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上決

定する。 

 

13 担当 

港区街づくり支援部 都市計画課 街づくり計画担当 

電話:03-3578‐2210 FAX:03-3578-2239 

 


